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介護保険法（業務管理体制の整備等）

第百十五条の三十二

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指
定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地
域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者
並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療
院の開設者（以下「介護サービス事業者」という。）は、第七
十四条第六項、第七十八条の四第八項、第八十一条第六項、第
八十八条第六項、第九十七条第七項、第百十一条第七項、第百
十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項又は第百十五条の
二十四第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労
働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければな
らない。

赤字部分の各条文は次頁を参照
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介護保険法（該当条文抜粋）
第第七十四条第六項

指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者の
ため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第七十八条の四第八項

指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介
護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第八十一条第六項

指定居宅介護支援事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者の
ため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第八十八条第六項

指定介護老人福祉施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介
護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第九十七条第七項

介護老人保健施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者
のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第百十一条第七項

介護医療院の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため
忠実にその職務を遂行しなければならない。

第百十五条の四第六項

指定介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援
者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第百十五条の十四第八項

指定地域密着型介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守
し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第百十五条の二十四第六項

指定介護予防支援事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者の
ため忠実にその職務を遂行しなければならない。


